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プログラム統括チーム運営要領 

令和５年３月 30 日 

ガ バ ニ ン グ ボ ー ド 

（プログラム統括チームの運営） 

第１条 「科学技術イノベーション創造推進費に関する基本方針」（平成 26年５月 23日総合科学

技術・イノベーション会議。以下「基本方針」という。）に基づく、プログラム統括チームの運

営は、「戦略的イノベーション創造プログラム運用指針」（平成 26年５月 23日ガバニングボー

ド。以下「ＳＩＰ運用指針」という。）及びＳＩＰ運用指針に基づき別に定める運用指針等並び

に「研究開発と Society5.0 との橋渡しプログラム運用指針」（平成 29 年５月 29 日ガバニング

ボード。以下「ＢＲＩＤＧＥ運用指針」という。）に規定するほか、この運営要領の規定すると

ころによる。 

（プログラム統括チームの構成） 

第２条 プログラム統括チームの構成員は、プログラム統括、プログラム統括補佐、プログラム統

括委員とする。 

２ チーム長は、プログラム統括を充てる。

３ チーム長は、他の構成員の中から、チーム長代理をあらかじめ指名するものとする。チーム長

代理はチーム長が不在の場合は、その職務を代行する。 

４ 各構成員の担務は、プログラム統括チーム内で協議の上、決定する。 

５ プログラム統括チームに構成員のほか、ＳＩＰ及びＢＲＩＤＧＥの制度全般に関する知見を有

する者をアドバイザーとして置くことができる。 

（プログラム統括チームの役割） 

第３条 プログラム統括チームは、基本方針、ＳＩＰ運用指針、ＢＲＩＤＧＥ運用指針の定めると

ころにより、各プログラム全体の方針検討、各プログラムの進捗管理、ＳＩＰ課題間の連携促進

及びＳＩＰとＢＲＩＤＧＥとの連携促進等並びに評価に関する意見の作成を担う。 

（プログラム統括チーム会議） 

第４条 プログラム運営上の重要事項の検討等のため、プログラム統括チーム会議（以下「チーム

会議」という。）を開催する。 

２ チーム会議はリアル、オンライン、持ち回り、書面のいずれでも開催可とする。 

３ 構成員がチーム会議を欠席する場合でも、代理人の出席及び他の構成員への議決権の委任はで

きない。 

４ チーム長は、必要に応じ、構成員・アドバイザー以外の者の出席を求めることができる。 

（ガバニングボードへの報告） 

第５条 プログラム統括チームは、ガバニングボードにプログラム全体の方針、進捗状況、評価に

関する意見その他プログラム運営上の重要事項について報告を行う。 

２ ガバニングボードの会合には、チーム長又はチーム長代理が代表して出席する。 
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（ピアレビューへの参加・意見聴取への対応） 

第６条 プログラム統括チームは、ＳＩＰの課題評価にあたっては、ピアレビューに参加し、制度

的・課題横断的観点から評価意見をまとめ、評価委員会に対して、ピアレビューの結果を報告す

るとともに、評価意見を提出する。 

２ プログラム統括チームは、ＢＲＩＤＧＥの研究開発等計画の評価にあたっては、制度的・課題

横断的観点からの意見聴取への対応を行う。 

３ プログラム統括チームは、第１項の評価意見又は第２項の意見に基づき、ＳＩＰ又はＢＲＩＤ

ＧＥの評価委員会での審議に参加する。各評価委員会の会合には、チーム長又はチーム長代理が

代表して出席するものとし、チーム長が必要に応じて他の構成員に出席を求めることができる。 

４ 第１項のピアレビューへの参加又は第２項の意見聴取への対応する構成員は、プログラム統括

チーム内で協議の上、決定する。 

 

（各ＰＤとの個別の対話への対応・ＰＤ会議及び分科会への出席） 

第７条 プログラム統括チームは、定期的に各ＰＤとの個別の対話を実施するとともに、ＰＤ会議

及び必要に応じてＰＤ会議の下に設置する分科会の運営を行うものとする。 

２ 各ＰＤとの個別の対話への対応又はＰＤ会議及び分科会への出席を行う構成員は、プログラム

統括チーム内で協議の上、決定する。 

 

（雑則） 

第８条 この規則に定めるもののほか、プログラム統括チームに関し必要な事項は、プログラム統

括が定める。 


